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 園庭では大きなこいのぼりが泳いでいます。園内でも子どもたちが作ったたくさんのこいのぼりが

泳いでいて、とても賑やかです。外へ目を向けるとあちこちで藤の花が見ごろを迎えているそうで

す。桜が終わっても次々と花が咲いていき、私たちの目を楽しませてくれますね。 

さて、昨日はバス遠足お疲れ様でした。前日までの雨にひやひやしましたが、お天気に恵まれ、気

持ちの良い遠足になりました。 

バス遠足に出かけたのは４年ぶりでした。これまでは前年度通りを行ってきた行事。コロナ禍とな

り一つ一つの行事の意味や必要性を考えるようになりました。普段の園生活に対して、行事は「ハレ

の日」となります。入園式や卒園式、運動会や表現会がそれにあたるのかと思います。行事は必要

か？と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ハレの日があるから普段の生活に彩が生まれ、そ

れを楽しみにしたり、そこに向けてがんばれたりするのだと思います。大人もお祭りやお祝い事など

特別な日があると晴れやかな気持ちになりますよね。昨日のバス遠足のような行事は、子どもたちが

なにかがんばったりすることはないかもしれませんが、１週間以上前から「あと何日寝たら…」と楽

しみにしている子がいました。コロナが５類に変更になりますが、コロナ禍前をそのまま戻すのでは

なく、子どもたちの育ちにとっての意味を考えながら、進めていきたいと思います。 

外遊びには一番いい季節となります。５月もどうぞよろしくお願いします。 

 

◇参観と講演会にについて◇ 

 ５月～６月に保育参観を予定しています。初めての園生活の様子や、進級後のお子さんの様子をご

覧いただきたいと思います。時間は変更になるかもしれません。詳細は、後日各学年のおたよりでお

知らせします。 

 〇つ く し ６月５日～９日（参観週間） 

 〇なのはな ５月１６日（火）、５月２６日（金）９：３０～１０：００ 

 〇 年 少  ５月１６日（火）１０：１５～ 保育参観と給食見学 

 〇年中・年長 ５月２６日（金）１０：００～１１：００ 保育参観 

               １１：００～１２：３０ 講演会 

【講演会】 

講師 自然育児 森のわらべ多治見園 園長 浅井智子氏 

   愛知県の公立保育園に５年勤務、結婚後退職。その後森のようちえんに出会い我が子を育てる。

2009 年「自然育児 森のわらべ多治見園」創設。シュタイナー・アドラー・佐々木正美さん・

篠秀夫さん・野口嘉則さんなどに学び続けながら、独自の感性で子どもとお母さんにより沿い続

けている。 

   ホームページ http://www.morinowarabe.org 

   

 参観後、年中・年長さんの保護者の方は講演会にご参加ください。その他の学年の方のご参加もお

待ちしております！ 

５月のねらい  

 どの学年も園庭や園周辺の春の自然をたっぷり味わっています。お部屋にはたくさんの花や葉っぱ

が飾られ、年長さんにはいたっては文字通り、園庭の草花を味わって
・ ・ ・ ・

います。畑にも少しずつお野菜

が植えられて行っています。動植物を身近に感じ、いろいろな学びへとつなげてほしいと思います。 

 

つ く し ○保育者に親しみ、安定感をもって過ごす。 

     ○春の自然にふれながら、探索活動を十分にする。 

なのはな 〇安心できる保育者に見守られながら、園生活を楽しむ。 

○保育者や友達と一緒に、いろいろな遊びを楽しむ。 

     ○春の草花や虫に興味を持つ。 

年  少 ○園生活の流れがわかり、保育者に見守られながら安心して生活する。 

     ○自分の見つけた遊びを十分に楽しみながら、保育者や友達に親しみを持つ。 

     ○身近な自然や遊具、用具に興味を持ち、遊ぶことを楽しむ。 

年  中 ○身の回りのことを自分でしようとし、生活の決まりを守りながら安全に過ごす。 

     ○保育者や友達と関わる中で、自分の思いを相手に伝えようとする。 

     ○戸外で身近な初夏の自然にふれ、関わって遊ぶことを楽しむ。 

年  長 〇5 歳児の生活の仕方がわかり、自分たちで進める喜びを感じる。 

     ○友達と思いを出し合いながら一緒に遊ぶことを楽しむ。 

     〇身近な自然を取り入れながら、戸外でのびのびと体を動かして遊ぶ。 

     

〇白山市病児保育センターの利用について 

 白山市病児保育センターは、お子さんが病気や怪我で家庭保育が難しい時に保護者に変わって保育

士が保育看護を行ってくれる施設です。病児保育が必要な方は、必要書類をお渡ししますので、園ま

でお知らせください。また、白山市役所ホームページからもダウンロードできます。 

 ・登録時に必要な書類 

  ①病児保育センター利用登録申請書 

  ②白山市病児保育センター登録票 

 ※利用する時には、必ず登録が必要です。利用当日でも登録できますが事前に登録されるとスムー

ズです。 

 ・利用する時に必要な書類 

  ③病児保育センター利用申請書 

  ④白山市病児保育センター用診療情報提供書（小児科医療機関に置いてあります。） 

 

〇5 月 11 日、25 日の園開放について 

  5 月 11 日の園開放は、樹木公園を会場に「森のようちえん」を行います。初めての試みとなりま

すが、青空の下、自然を満喫できればと考えていますので、遊びに来てください。現地集合となりま

す。（雨天の場合は通常通りぷれいるーむで行います。） 

  25 日は「ジビ先生と英語で遊ぼう」を予定しています。こちらもお楽しみに！ 

 ５月の園だより 


